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税務訴訟資料 第２６１号－２５（順号１１６１５） 

千葉地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 譲渡所得税決定処分等取消請求事件 

国側当事者・国（船橋税務署長） 

平成２３年２月１８日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         甲 

同訴訟代理人弁護士  藤野 善夫 

同          近藤 裕香 

同補佐人税理士    植松 省自 

同          須藤 信一 

同          高橋 冬美 

同          長谷川 博 

同          稲葉 恭治 

被告         国 

同代表者法務大臣   江田 五月 

処分行政庁      船橋税務署長 

同指定代理人     吉田 俊介 

同          嶺山 登 

同          深津 輝彦 

同          若原 浩司 

同          嶋田 崇 

同          吉本 覚 

同          信本 努 

同          山本 英樹 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 船橋税務署長が、乙に対して、平成１８年分の所得税について平成２０年２月２９日にした、分

離長期譲渡所得の金額を１２６４万５６０９円、納付すべき税額を１７０万８４００円とする決定

処分及び無申告加算税の額を３１万５０００円とする賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、処分行政庁である船橋税務署長が、乙（以下「乙」という。）が共同相続人として法定

相続分の割合で共有持分を有していた遺産に属する土地について行われた換価のための競売に係

る譲渡所得を申告しなかったとして、乙に対して前記第１記載の所得税の決定処分等を行ったのに
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対し、乙の相続人である原告が、遺産分割により換価代金の分配を受けなかった乙に同所得がある

とすることは違法であるなどと主張して、これらの処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令 

(1) 所得税法 

 同法３３条１項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨を定め、同法３３条３項

は、同所得の金額は、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因とな

った資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額

から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨を定めている。 

 同法３６条１項は、所得税は、所得金額の計算につきその年分の各種所得の金額の計算上収

入すべき金額は、その年分において収入すべき金額とすると定めている。 

(2) 国税通則法 

 同法１５条２項１号は、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立する旨を定めている。 

２ 前提事実（証拠の記載のない事実は、当事者間に争いがないか、明らかに争わない事実である。） 

(1) 当事者等 

ア 丙（以下「被相続人」という。）が昭和５３年９月１９日に死亡し、相続が開始した（以

下「本件相続」という。） 

イ 被相続人の相続人と法定相続分は、①被相続人の子である丁（以下「丁」という。）、乙、

戊（以下「戊」という。）、Ａ（以下「Ａ」という。）、Ｂ（以下「Ｂ」という。）が各７分の

１であり（以下、乙の法定相続分を単に「相続分」ということがある。）、その他、②被相続

人の子である亡Ｆの相続人であるＣ（以下「Ｃ」という。）、Ｄ、Ｅ（以下「Ｅ」という。）

が各５６分の２、亡Ｆの子であるＧの代襲相続人Ｈ、同Ｉ（以下「Ｉ」という。）が各５６

分の１、③被相続人の子である亡Ｊの相続人であるＫが５６分の４、Ｌ（以下「Ｌ」という。）、

Ｍ（以下「Ｍ」という。）が各５６分の２である。 

ウ 被相続人の遺産には別紙遺産目録１及び２記載の土地（以下「本件土地１」などという。）

があったほか、乙、戊及びＢは、昭和４５年４月１７日付け公正証書遺言により、被相続人

から、別紙特別受益目録記載の土地の遺贈を受けた（以下「遺贈土地」及び「本件遺贈」と

いう。）。 

 本件土地１については、平成１７年８月２日、被相続人から子である相続人ら並びに亡Ｆ

及び亡Ｊに対し、持分各７分の１、相続を原因とする所有権移転登記がされ（以下、乙の共

有持分を「本件共有持分」という。）、更に、Ｆ及び亡Ｊの各持分について相続を原因とする

持分全部移転登記がされた（乙２）。 

(2) 調停について 

 相続人らの間で遺産分割協議が調わなかったことから、Ｃは、千葉家庭裁判所市川出張所（以

下「千葉家裁市川出張所」という。）に対し、他の相続人らを相手方とする遺産分割調停を申

し立てたが、平成１６年９月３日、調停不成立となり、同事件は、審判に移行した。 

 同調停において、他の相続人らのいずれかが、乙に対し、本件遺贈により法定相続分より多

額の財産を取得した旨の発言をした（原告供述）。 

(3) 審判について 

ア 第１回審判期日（乙１１） 

(ア) 平成１６年１０月６日、Ｃ、Ｍ、乙の代理人として原告、丁、戊、Ａの法定代理人成
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年後見人としてＮ（以下「Ｎ」という。）、Ｂ、Ｅ、Ｉが出頭し、第１回審判期日が開かれ

た。 

(イ) その際に、丁は、自己の相続分をＬへ譲渡したい旨を述べた。 

(ウ) 戊及び原告は、戊と乙は、他の相続人ら全員に対し、自己の相続分を譲渡したい旨を

述べた。 

イ 第２回審判期日（乙１２） 

(ア) 平成１６年１１月１７日に、Ｃ、Ｍ、乙の代理人として原告、丁、戊、Ａの法定代理

人成年後見人としてＮ、Ｂ、Ｅが出頭し、第２回審判期日が開かれた。 

(イ) 戊は自己の相続分を他の相続人に譲渡して審判手続から脱退することについて再検

討すると述べた。 

ウ 千葉家裁市川出張所の家事審判官は、平成１６年１１月１７日、家事審判法１５条の４の

規定に基づく中間処分として、①Ｃに対して、被相続人の遺産のうち本件土地１の競売を命

じ、家事審判規則１０７条により②①の遺産の管理者としてＮを選任する旨の審判をした

（以下①の遺産の管理者としてのＮを「本件遺産管理者」という。乙４）。 

エ 丁は、平成１７年２月２日、①自己の相続分をＢ及びＬにそれぞれ譲渡し、②前記審判事

件から脱退した。 

 その際、丁は、同日、千葉家裁市川出張所に、上記①に関し相続分譲渡証書、上記②に関

し脱退届を提出した（乙５、乙６）。 

オ Ｃは、平成１７年６月１５日、前記中間処分に基づき、千葉地方裁判所に対し民事執行法

第１９５条の規定による換価のための競売を申立て、同裁判所は、平成１７年８月１６日、

競売開始決定をした。同裁判所は、平成１８年２月８日、本件土地１について最高価買受け

の申出をした株式会社Ｏ（以下「Ｏ」という。）に対して、売却許可決定をし、Ｏは、同年

３月１５日に代金９４５１万８０００円（以下「本件売却」及び「本件売却代金」という。）

を納付し、同日付競売による売却を原因とする相続人らからＯへの持分全部移転登記がされ

た。 

（以上、乙１ないし乙３、乙６ないし乙８） 

カ 本件遺産管理者は、平成１８年５月１２日、千葉地方裁判所から本件売却代金から手続費

用を控除した残額の９３２４万５１６０円を受領し、本件遺産管理者名義の預金口座に保管

した（乙８、乙９）。 

キ 第３回審判期日（乙１３） 

(ア) 平成１８年９月１３日に、Ｃ、Ｍ、乙の代理人として原告、戊、Ａの法定代理人成年

後見人としてＮ、Ｂ、Ｅが出頭し、第３回審判期日が開かれた。 

(イ) 出席していた当事者全員が、本件売却代金及び本件土地２をＢが単独で取得すること

による代償金については、本件遺贈を受けた乙、戊及びＢ（丁から譲り受けた相続分を除

く。）を除いた相続人らで相続分に応じ平等に取得することで合意する旨述べた。 

(ウ) 戊と原告は、本件において、新たに取得するものがないことについては異議がないと

述べた。 

(エ) 審判官は、本件土地１及び２並びに遺贈土地の鑑定を行うこととした。 

ク 乙が、本件売却までに千葉家裁市川出張所に対して、「相続分譲渡届出書」を提出したと

の事情はない。 



4 

ケ 前記鑑定が行われ、平成１９年９月２６日、以下のとおり審判がされた（乙１０）。 

(ア) 相続人らの法定相続分は前記のとおりであり、被相続人の遺産は、本件土地１及び２

である。 

(イ) 本件遺贈は、乙、戊及びＢの特別受益に当たり、遺贈土地はみなし相続財産となる。 

(ウ) 乙、戊及びＢの特別受益の額（各４８００万円）は、遺産及びみなし相続財産の価額

にそれぞれの法定相続分を乗じ、これに他から譲り受けた価額を加えて計算した本来的相

続分（乙につき２９２６万円）を超えていることから、分割審判において、乙、戊及びＢ

には遺産分割により取得しうるものはない。すなわち、被相続人が相続開始の時に有した

財産の価額から被相続人から生前受けた贈与や遺贈の価額を控除し、その残額をもって計

算した具体的相続分はゼロである。 

(エ) 乙、戊、Ｂ及び丁を除く相続人らは、本件売却代金から本件手続費用を控除した残額

及び本件遺産管理者が同残額を銀行口座に保管していたことにより生じた預金利息、並び

に本件土地２取得の代償としてＢが支払う金額を合計して算出した遺産の価額に各自の

具体的相続分を乗じて計算した金額を取得する。 

(オ) Ｂは、本件土地２を取得し、その代償としてＡに対し、取得した土地の評価額（平成

１８年１１月鑑定）相当の２７０万円を支払う。 

(4) 乙は、平成１８年の所得について、申告すべき譲渡所得がないと考え、確定申告書を提出

しなかった（弁論の全趣旨）。 

(5) 船橋税務署長は、乙が、本件土地１が競売されたことによる譲渡所得について所得税の確

定申告をしていなかったことから、乙に対し、平成２０年２月２９日付けで、所得税１７０万

８４００円、無申告加算税３１万５０００円を課税する処分を行った（所得税の決定を「本件

決定処分」、無申告加算税の賦課を「本件賦課処分」といい、両者を併せて「本件決定処分等」

という。甲１）。 

(6) 乙は、平成２０年４月２８日、本件決定処分等を不服として船橋税務署長に対し異議申立

てをしたところ、同税務署長は、同年６月３０日付けで当該異議申立てをいずれも棄却する旨

の異議決定をした。 

(7) 乙は、平成２０年６月６日に死亡した。乙の唯一の相続人である原告は（原告本人）、平成

２０年７月２９日、上記異議決定を経て、なお本件決定処分等を不服として、国税不服審判所

長に対し審査請求をしたところ、同所長は、平成２１年４月１０日付けで当該審査請求をいず

れも棄却する旨の裁決をした（甲２）。 

(8) 原告は、平成２１年１０月７日、本件決定処分等の取消訴訟を提起した。 

３ 税額の算出 

 被告が行った本件決定処分等の税額の算出根拠は別紙課税根拠記載のとおりであり、このうち、

譲渡収入金額、取得費、譲渡費用及び社会保険料（介護保険料及び国民健康保険料）の額につい

ては争いがなく、仮に本件売却により乙に譲渡所得が発生したとして関係法令を適用すれば、同

別紙記載のとおり本件決定処分等は適法であると認められる。 

４ 争点 

(1) 本件決定処分の違法性 

(2) 本件賦課処分の違法性 

５ 当事者の主張 
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(1) 争点(1)（本件決定処分の違法性）について 

（原告） 

 本件決定処分は、下記ア又はイの理由により、違法である。 

ア 乙が相続分を他の相続人らに譲渡したこと 

(ア) 乙は、次のとおり、本件売却前の第１回審判期日において、相続分を他の相続人らに

譲渡したことにより、本件共有持分を有していなかったのであるから、これがあることを

前提とした本件決定処分は違法である。 

ⅰ 第１回審判期日において、原告は、乙が相続分を譲渡する旨を相続人に伝えた。 

ⅱ 第２回審判期日において、戊は、審判事件から脱退するかにつき再検討をするとした

が、原告はそのような話をしていない。 

ⅲ 第３回審判期日において、原告は、乙に新たに取得する金額がないことについて、異

議はないことを述べており、既に審判から脱退していたといえる。 

(イ) 仮に、そうとは認められなくても、乙は、第３回審判期日において、相続分を他の相

続人に譲渡し、所得税の収入年度中に本件売却代金の配分がないことが確定しているので

あるから、乙に譲渡所得があることを前提とした本件決定処分は違法である。 

イ 乙は、本件売却により、所得を得ていないこと 

 乙に課税をすることは、次の理由により、実質所得者課税の原則に反するものであり、違

法である。 

(ア) 乙は、本件売却代金の分配を得ていない。共同相続人間で分割が確定していない相続

財産については、取得割合が確定し、現に分配を受けた額に応じた譲渡所得に課税すべき

である。 

(イ) 本件売却代金は、千葉家裁市川出張所の監督・指揮の下で本件遺産管理者が保管して

いたのであり、乙は、本件共有持分相当の同分配金の支払を受けることはできなかった。 

(ウ) 被告は、本件売却時が収入すべきことが確定する時期であるとするが、課税をする時

期とは、中間処分時の「競売・競落」時点のみで判断すべきではなく、その後の売却金の

「配分」手続時を含めて、所得があったかどうかを判断すべきである。 

ウ 処分行政庁の取扱いには合理性がないこと 

(ア) 譲渡所得の課税については法定相続分により課税し、相続税については実際の取得割

合により課税するというのは、整合性がとれない。 

(イ) 処分行政庁では、未分割遺産を換価した場合に、申告期限内においては換価代金の取

得割合に基づいて申告することを認めながら、同期限後はこれに基づく更正の請求を認め

ていないところ、このような区別に合理的理由はない。 

（被告） 

ア 乙が相続分を他の相続人らに譲渡したか否かについて 

 乙が原告に同代理権を授与したこと、原告が同意思表示をしたこと及び他の相続人らがそ

れを承諾したことのいずれの事実も認められない。 

イ 乙は、本件売却により、所得を得ているか否かについて 

(ア) 所得税は、不動産の所有権等が相手方に移転する時を基準として所得の帰属年度を決

定し、譲渡した者が得た給付請求権の金額がその総収入金額になる。 

 未分割遺産が換価され、取得割合が確定していない場合には各法定相続分等の割合によ
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って課税されることになる。乙が法定相続分を超える特別受益を受けていたとしても、本

件相続開始の時点で確定していたわけではない。 

 また、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその所有者に帰属する増加益を

所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に課税するものであ

るから、所得税法１２条の「収益を享受する者」とは、譲渡した資産の売却代金を最終的

に取得した者ではなく、「譲渡時における資産の所有者」と解するのが相当であり、乙は

「譲渡時における資産の所有者」に当たるのであるから、原告の主張は失当である。 

(イ) 換価代金を共有していたのであるから、課税されるものである。 

(ウ) 所得税の帰属時期とは、現実に収入のあった時期ではなく、収入すべきことが確定し

た時期をいい、対価である給付請求権が確定するとき、すなわち、所有権その他の権利が

相手方に移転するときが基準となる。 

ウ 処分行政庁の取扱いには合理性がないことについて 

(ア) 譲渡所得は、その資産の所有者に帰属する増加益を所得として課税するものであるか

ら、相続等により取得した財産に対し課税する相続税とは、課税の趣旨及び課税の対象が

異なるものである。 

 よって、原告の主張は、原告の独自の見解といわざるを得ない。 

(イ) 未分割遺産の換価について、換価前に換価代金の取得割合を定めることは、同遺産の

所有割合を定めるものにほかならず、同遺産につき相続人間に遺産分割が確定していたも

のとして、換価代金の取得割合に応じた課税がなされる。 

 そして、換価の直後に換価代金の取得割合を定めたり、あるいは、換価前にこれを定め

たものの、遺産分割協議書等の作成は換価後になされる場合もあるから、申告時までに換

価代金が分割され、相続人全員がそれに応じた譲渡所得の申告をした場合には、そのよう

な申告の態様も考慮して、上記と同様の扱いをしても課税上弊害がないとして同申告を否

認しないものとしたにすぎず、このような扱いをしたからといって前記課税の根拠が損な

われるものではない。 

(2) 本件賦課処分の違法性 

（原告） 

 本件決定処分は違法である上、乙は法定相続分に応じた金銭を請求できる立場になかったの

であるから、申告期限内に分配された換価金銭に基づいて申告ができなかったことにつき「正

当な理由」がある。 

（被告） 

 本件決定処分は適法であり、乙が申告期限内に平成１８年分の所得税の確定申告書を法定申

告期限までに提出しなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件決定処分の違法性）について 

(1) 乙が相続分を他の相続人らに譲渡したことについて 

ア 原告は、本件売却前の第１回審判期日において、乙を代理し、相続分を他の相続人らに譲

渡したと主張する。 

 ところで、相続分を譲渡するには、譲渡人において譲り渡す意思を単独で表示しただけで

は足りず、譲渡人と譲受人との間で譲渡契約が締結されることが必要である。前提事実によ
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ると、第１回審判期日に、原告が、乙において相続分を他の相続人ら全員に譲渡する希望が

あると表明したことは認められるものの、譲渡契約が締結されたものとは認められない。な

ぜなら、まず、他の相続人ら全員に、戊、Ｂ及び丁を含む趣旨か判然とせず、また、家事実

務上このような場合には丁が行ったように書面を作成して審判事件から脱退することとさ

れているところ、原告はそのような手続を取らず、相手方として終局審判の名宛人になって

いるのであるから、同期日において確定的な合意があったとは認められない。Ｎの陳述書（甲

３）及び原告の供述（甲５、原告本人）がこの趣旨を述べるとすれば、いずれも採用できな

い。加えて、同期日には相続人全員が出席していたわけではなく、少なくとも欠席者が同期

日において乙の相続分を譲り受けることに同意することはありえないのであるから、乙が他

の相続人らと同譲渡契約を締結したとは認められない。 

 よって、乙は、本件売却時までに、相続分を他の相続人らに譲渡したとは認められず、本

件売却時に本件共有持分を保持していたと認められる。 

イ 次に、原告は、第３回審判期日において、乙を代理し、相続分を他の相続人に譲渡し、所

得税の収入年度中に本件売却代金の配分がないことが確定していると主張する。しかし、第

３回審判期日においても、前記アと同様であって、乙が相続分を他の相続人らに譲渡したと

の事実は認められない。よって、本件売却後においても、前記アと同様である。 

(2) 乙は、本件売却により、所得を得ているか否かについて 

ア 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい、その本質は所有資産の価値の増加益であっ

て、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に、その所

有期間中の増加益を清算して課税しようとするものである（最高裁昭和４７年１２月２６日

第三小法廷判決・民集２６巻１０号２０８３頁参照）。 

 そして、所得税は、収入金額の計算について「収入すべき金額による」と定め、「収入し

た金額による」などとはしていないことからすると、現実の収入がなくても、その収入の原

因たる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、同権

利発生の時期の属する年度の課税所得を計算すべきものと解される（最高裁昭和４９年３月

８日第一小法廷判決・民集２８巻２号１８６頁参照）。 

 そうすると、前提事実２(3)オ及び同３のとおり、本件売却により増加益が発生している

ものであり、その時点で、本件共有持分を有していた乙にも増加益が発生したものというべ

きである。 

イ これに対し、原告は、乙は、本件売却代金の分配を得ていないのであるから、乙が換価代

金を取得していないと主張するところ、その要旨は、①乙は多額の特別受益を得ていること

から、相続分や本件共有持分を有するといってもそれは中身のない名目ないし名義のみでし

かない旨、及び、②審判手続は遺産分割に至るまでが一連・一体の手続であって、換価分割

のための競売による売却はその一局面に過ぎず、結局、乙が本件売却代金を手にする機会は

一度もなかったという点にあると解されるので、以下検討する。 

(ア) まず、原告主張の要旨①につき、確かに、審判の結果、乙の具体的相続分はゼロとさ

れた。 

 しかし、具体的相続分は、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又

はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体が実体法上の権

利関係であるとは認められない（最高裁平成１２年２月２４日第一小法廷判決・民集５４
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巻２号５２３頁参照）。すなわち、遺産分割によって初めて具体的相続分の有無及び割合

が確定するのであるから、そこにおいて具体的相続分がゼロとなった者についても、遺産

分割前の時点では、その者の有する権利がゼロと確定しているわけではなく、遺産分割前

に特定の財産を譲渡する場合においては、法定相続分を有する相続人全員において、法定

相続分の割合に基づく共有持分権を譲渡することになり、民法９０９条但書の趣旨に照ら

しても、それは名目や名義だけというものではない。 

 そして、本件でも、乙において、持戻し免除や寄与分、他者の特別受益などを主張する

ことにより、あるいは、宅地である本件土地１の評価の方が畑である遺贈土地よりも相当

に高額である可能性もないわけではないから、具体的相続分がないことが確実であったも

のではなく、さらには、Ｂのように具体的相続分のない者が遺産を取得することもある。 

 以上のとおりであるから、乙についても、他の相続人らに相続分を譲渡したと認められ

ない以上、終局審判前の時点で具体的相続分がないことや遺産を取得しないことが確定し

ているわけではないし、ましてや法定相続分が実態のないものということはできない。 

(イ) また、原告主張の要旨②につき、確かに、本件売却による本件売却代金は、相続開始

後に生じたいわゆる代償財産とは異なり、本件遺産管理者に保管され、相続財産に属する

ものとして当然に遺産分割の対象になると解され、乙が途中で本件売却代金の支払を受け

ることはできなかった。 

 しかし、中間処分として競売の方法で換価した場合であっても、遺産が売却された事実

に変わりはなく（そうではなく、あくまでも遺産の変形物であるとするなら、分割後も譲

渡所得の対象とならないことになりかねない。）、遺産分割の対象とすることを合意した上

で任意売却した場合も、合意の効力として同様の結果となるから、両者間に本質的な差異

はない。 

 そして、相続財産を売却したことに伴う譲渡所得にかかる所得税等の経費は、相続開始

後に生じた債務として相続財産自体とは区別される。かつ、遺産分割審判は、遺産の分割

手続であり、相続開始後の事情により生じた債権債務関係を清算する手続ではないから、

相続財産自体から支出・精算されることはない。ちなみに、同所得税を相続財産の管理に

関する費用とみれば、本来的相続分に応じて負担することになり（民法８８５条、２５３

条）、相続税と同様これに該当しないと見れば共有者固有の債務となるが、本件ではいず

れにせよ乙の負担となる。そして、この結論は、負担割合の明確性という点で妥当であり、

また、乙をはじめ多額の遺贈を受けた相続人らに応分の負担をさせるというものであって

相続人間の公平を欠くものともいえない（民法９０６条）。 

(ウ) よって、いずれの点からしても、原告の主張は採用できず、乙は本件売却により相続

分の割合による譲渡所得を得たというべきである。 

 なお、原告は、遺産分割の遡及効（民法９０９条本文）により、乙は相続開始の時から

本件売却代金につき持分を有していなかったことになると指摘するが、前記のとおり遺産

分割がなされるまでの間に、本件土地１につき、共有の状態があり、売却されたという事

実まで覆すことはできない。このことは、本件でも３０年近くを要しているように、遺産

分割がなされるまでに永い期間を要し、その間に相続財産から種々の果実や費用が発生す

ることが避けられず、これらをすべてなかったものとはできないことからも明らかである。

よって、原告の同指摘は採用できない。 
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(3) 処分行政庁の取扱いには合理性がないことについて 

ア 原告は、譲渡所得の課税については法定相続分により課税し、相続税については実際の取

得割合により課税するというのは、整合性がとれないと主張するが、譲渡所得にかかる所得

税の課税の趣旨や課税対象は前記のとおりであるのに対し、相続税は人の死亡によって財産

が移転する機会に、相続人が取得した財産に対し課税するものであって、課税の対象が異な

るのであるから、両者の課税方法が異なるからといって不合理であるとはいえず、原告の主

張は採用できない。 

イ また、原告は、処分行政庁が、未分割遺産を換価した場合に、申告期限までであれば、換

価代金の取得割合に基づいて申告することを認めているにもかかわらず、申告期限後は換価

代金の取得割合に基づく更正の請求を認めないことに合理的理由がないと主張する。しかし、

被告が主張するように、①換価直後に換価代金の分割割合が定まったときなどは、実質的に

は換価時において換価代金の取得割合が確定していた場合と同視しうること、②換価時に換

価代金の分割方法が確定していても、換価後に遺産分割協議書等を作成する場合があること

から、申告期限までに生じた事由の下で実際の取得割合に基づいた申告を許容する取扱いを

することも、課税実務上特段の弊害がない範囲で納税者にとっての便宜を図るものとして一

定の合理性があるが、他方で、申告期限後の更正までを認めることについては、所得税の納

税義務は暦年の終了の時に成立していること（国税通則法１５条２項１号）との関係が問題

となるほか、遺産分割協議の合意が調うまでに長期間を要する場合があることも考慮すると

様々な問題が生じ得ることからすると、これを認めないものとすることが上記取扱いとの関

係で、不均衡であると考えるには足りないから、原告の上記主張は採用できない。 

(4) 以上によると、原告の主張はいずれも採用できず、処分行政庁が、乙が本件共有持分を譲

渡し、本件売却時に譲渡による増加益が生じたとして本件決定処分を行ったことは適法である。 

２ 争点(2)（本件賦課処分の違法性）について 

 前記のとおり、本件決定処分は適法であり、処分行政庁が未分割遺産を換価した場合に、申告

期限までであれば、換価金銭の取得割合に基づいて申告することを認めているものの、申告期限

後は分配された換価金銭に基づく更正の請求を認めていないとホームページ等で公表していた

こと（弁論の全趣旨）からしても、乙が独自の法解釈により、平成１８年の所得について、法定

申告期限までに申告をしなかったことは「正当な理由」には該当しない。 

 この点に関する原告の主張は採用できず、本件賦課処分も適法である。 

第４ 結論 

 よって、原告の本訴請求には理由がないから、いずれも棄却することとし、主文のとおり判決す

る。 

 

千葉地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 多見谷 寿郎 

   裁判官 花村 良一 

   裁判官 村田 つかさ 
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別紙 遺産目録及び特別受益目録 省略 
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別紙 課税根拠 

１ 本件決定処分の根拠 

(1) 分離長期譲渡所得の金額（別表１の①欄） １２６４万５６０９円 

 上記金額は、租税特別措置法（平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下「措置法」とい

う。）３１条の規定に基づき計算した本件土地１の譲渡に係る譲渡所得の金額であり、次のアの金

額からイ及びウの金額を控除した後の金額（別表２の⑤欄）である。 

ア 譲渡収入金額（別表２の①欄） １３５０万２５７１円 

 上記金額は、被相続人が所有し、亡乙らが相続した本件土地１が、千葉地方裁判所の売却許可

決定によって株式会社Ｏへ競売されたことに係るその競売額９４５１万８０００円（乙第１号

証）に、昭和５３年９月１９日に開始した被相続人に係る相続の法定相続分に応じた共有持分の

割合である７分の１（乙第２号証）を乗じて算出した金額である。 

イ 取得費（別表２の②欄） ６７万５１２８円 

 上記金額は、措置法３１条の４第１項の規定及び租税特別措置法通達（平成１９年６月２２日

改正前のものをいう。）３１の４－１により、上記アの金額１３５０万２５７１円に１００分の

５の割合を乗じて算出した金額である。 

ウ 譲渡費用（別表２の③欄） １８万１８３４円 

 上記金額は、本件売却代金から控除された本件売却の手続費用１２７万２８４０円（乙第３号

証）に亡乙の本件土地１の本件相続の法定相続分に応じた共有持分の割合である７分の１を乗じ

て算出した金額である。 

(2) 所得控除の額の合計額（別表１の②欄） ４２万２２３０円 

 上記金額は、次のア及びイの合計額である。 

ア 社会保険料控除 ４万２２３０円 

 上記金額は、亡乙が平成１８年中に支払った介護保険料２万４１８０円及び国民健康保険料１

万８０５０円を合計した金額である。 

イ 基礎控除 ３８万円 

 上記金額は、所得税法（平成１９年法律第６号改正前のものをいう。以下同じ。）８６条に規

定する基礎控除の金額である。 

(3) 課税長期譲渡所得金額（別表１の③欄） １２２２万３０００円 

 上記金額は、上記(1)の分離長期譲渡所得の金額から上記(2)の所得控除の額の合計額を控除した

金額（ただし、国税通則法（平成１９年法律第６号改正前のものをいう。）以下「通則法」という。）

１１８条１項の規定により、１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

(4) 納付すべき税額（別表１の⑧欄） １７０万８４００円 

 上記金額は、次のアの金額からイの金額を控除した後の金額（ただし、通則法１１９条１項の規

定により、１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 課税長期譲渡所得金額に対する税額（別表１の④欄） １８３万３４５０円 

 上記金額は、措置法３１条１項の規定に基づき、上記(3)の課税長期譲渡所得金額１２２２万

３０００円に、１００分の１５の税率を乗じて計算した金額である。 

イ 定率減税額（別表１の⑤欄） １２万５０００円 

 上記金額は、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に

関する法律（平成１１年法律第８号。ただし、平成１８年法律第１０号による改正（廃止）前の
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もの。）６条２項の規定を適用して算出した金額である。 

２ 本件決定処分の適法性 

 被告が本訴において主張する、亡乙の平成１８年分の所得税に係る納付すべき税額は、上記１(4)

（別表１の⑧欄）に記載のとおり１７０万８４００円であるところ、本件決定処分に係る亡乙の納付

すべき税額は、上記被告主張額と同額であるから、本件決定処分は適法である。 

３ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２で述べたとおり、本件決定処分は適法であり、亡乙は、平成１８年分の所得税の確定申告書

を法定申告期限までに提出しておらず、同申告書を期限内に提出しなかったことについて通則法６６

条１項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、亡乙に対して通則法６６条１項及び２項の規定に基づき、本件決定処分により新たに

納付すべきこととなった所得税額１７０万円（ただし、通則法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの。）を基礎として、①これに１００分の１５の割合を乗じて算出した金

額（２５万５０００円）と、②上記納付すべき税額１７０万円のうち、５０万円を超える部分に相当

する金額１２０万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額（６万円）を合計した３１万５００

０円（別表１の⑨欄）が無申告加算税として課されることになり、これと同額を課した本件賦課決定

処分は適法である。 

以上 
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別表１ 所得税額等の計算 （単位：円） 

① 分離長期譲渡所得の金額 12,645,609

② 所得控除の額の合計額 422,230

③ 課税長期譲渡所得金額（①－②） 12,223,000

④ 課税長期譲渡所得金額に対する税額 1,833,450

⑤ 定率減税額 125,000

⑥ 申告納税額（④－⑤） 1,708,400

⑦ 予定納税額 －

⑧ 納付すべき税額（⑥－⑦） 1,708,400

⑨ 無申告加算税の額 315,000

（注１）③欄の金額は、１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

（注２）⑥欄の金額は、１００円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

 

別表２ 分離長期譲渡所得金額の計算 （単位：円） 

① 譲渡収入金額 13,502,571

② 取得費 675,128

③ 譲渡費用 181,834

④ 必要経費等計（②＋③） 856,962

⑤ 譲渡所得金額（①－④） 12,645,609

 


